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埼玉県東南部地域５市１町
『ゼロカーボンシティ」共同宣言！
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　令和３年４月２６日、埼玉県東南部地域５市１町（草加市、越谷市、八潮市、
三郷市、吉川市、松伏町）の首長が、「ゼロカーボンシティ」共同宣言を行いました。

ゼロカーボンシティとは？
　環境省では、「2050年に二酸化炭素を実質ゼロにする
ことを目指す旨を首長自らが又は地方自治体として公表し
た地方自治体」をゼロカーボンシティとしています。
　「実質排出量ゼロ」とは、二酸化炭素などの温室効果
ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源
による除去量との均衡を達成することとされています。

　ごみの分別や公共交通機関の利用、緑のカーテンの設置など、日常生活の身近な取組が温室効果ガス削減に繋がります。
国・県の動向も加味しつつ、 ５市１町での会議体を生かし、官民連携等を推進してまいります。
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ゼロカーボンシティに向けて市民の皆様のご協力が必要です！

●普及啓発・環境学習（小中学校などでの環境教育）
●太陽光発電等の再生可能エネルギー利用の推進
●公用車の脱炭素化（電気自動車等の推進）
●まちの低炭素化の推進
●災害に強いまちづくり
●省エネ（照明のLED化など）
●食品ロスの削減
●吸収源対策（緑化・緑のカーテン）など

※詳しくはホームページをご覧ください。

出展：埼玉県環境科学国際センター
　　　「埼玉県市町村温室効果ガス
　　　排出量推計報告書2016年度」
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